出産育児一時金（家族出産育児一時金）の支給額が変わります。（平成21年1月から） 

  被保険者やその被扶養者が出産したときに支給される一時金は、３５万円となっていましたが、平成２１年1月から産科医療補償制度（注１）に加入する医療機関等において出産したときは、産科医療補償制度に係る費用が上乗せされ、３８万円となります。 

 

（注１）産科医療補償制度は、妊婦の皆様が安心してお産できるように、分娩機関が加入する制度であり、加入機関でお産すると、万一、分娩時の何らかの理由により重度の脳性まひとなった赤ちゃんとご家族の経済的負担が補償されます。

●産科医療補償制度に加入している分娩機関については、

　http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/search/index.phpをご覧下さい。

